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この書物は、ヴェブレンの晩年のものに当たる。書き出しから、今回のテーマである「不在所有(absentee ownership)」について述べていて、核心に直ちに迫っている。この出発点としての「不在所有」という言葉がどこに由来するものか?確かめて置く必要が有る。

ヴェブレンがこれまで描いてきた「無形性」「代行性」などと同類の言葉。


不在所有の内容は、何か?

(1)株式所有か?
(2)国際関係のなかの利害関係から生ずるものか?
(3)一般的な、ある種の「請求権」?

何が対象となるかが、重要である。
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この7P5Lに書かれている「新たな論争の始まり」とは、どのような論争か?

前回の書物でも問題になった、「自然的自由」の体制と、ここでの「不在所有制」の体制との間の論争

アメリカの経済システム全体がこの「不在所有制」を徐々に形成してきている現実
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"Absentee Ownership and Business Enterprise in Recent Times - The Case of America"1923を、1940年に発行された橋本勝彦訳で読むことにする。

第一回は、2000年3月8日に放送大学附属図書館3階の演習室にて、手島、岸、岡崎、坂井の出席のもとに行われた。今後、月に二章ずつのペースで報告していくことにする。
今回の報告は、岡崎が担当した。
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アメリカ経済では、この時代に、所有か否かが問題になるのではなく、それを必要とするか否か、或いは、それを利用するか否かというところで、転換点を迎えていた。この点が、不在所有制の核心である。
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このように、不在制のもとでは、所有権そのものより、用益権あるいは使用権が重要視されることになる。

ここで、ヴェブレンが何故「技術」を重要視するのか?という理由が仄かに見えてくる。この時代、アメリカではテイラーシステムなどが発現してくる。ここで人間をいかに効率よく「利用」出来るか、という点で、不在所有制が問われることになった。このような考え方は、成り立つだろうか?
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「不在的所有は、いま猶、総てのアメリカ人の偶像的理想である」と何故言うことが出来るのか?

(1)アメリカの個人主義
(2)アメリカン・ドリーム
(3)ヨーロッパとは異なる所有観念の発達
(4)資本主義の精神
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「濡れ手で粟」式所有が何故生ずるのか?

(1)自分の利用しうる以上のものの所有
(2)資本の私的所有



所有制の法的基礎は存在するが、不在所有の法的な根拠は当たり前のこととは言えないのではないか?

(1)生産中心の資本主義から投資・金融中心の資本主義への移行

(2)ヨーロッパの資本主義とアメリカの資本主義の相違

(3)ヴェブレン解釈の特異性

ロック的所有の二つの解釈
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何故この時点で不在所有が現れたのか?
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27ページで、不在所有制の原型として、「王権神授説」が唱えられているのではないか?

「神」という絶対的存在に対して、「王」という仮想的存在が成り立つような仕組みが、「王権神授説」であるとするならば、それと類比されるように、絶対的な「所有者」に対して、「不在所有者」が実権を握るようになったのが、不在所有制である。このように考えるのは、正当か?
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二つのロック解釈
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